
公表期日前統計情報等を共有する者の範囲

 

（一般的な情報共有範囲と流れ）

（※）

 

統計調査によっては、共有する可能性がある者

【統計作成部局】

担当部局長等

担当課室長等

担当課長補佐等

担当係長等

担当係員等

統計作成業務
受託者（※）

委
託
契
約
等

地方公共団体
等（※）

法
定
受
託
等

【政務三役等（※）】

大臣

副大臣

政務官

事務次官

文部科学審議官等

【その他】

統計法第３２条、第３３条
に基づく二次利用者（※）

省内関係部局（※）

関係委員会
等委員（※）

【広報担当部局】

公表手続きに係る
通常業務担当ライン

（委託業者を含む。）（※）

その他広報室等（※）

（参考）公表期日前統計情報等：基幹統計又は一般統計調査の結果として統計法（平成19 年法律第53 
号。）第9 条又は法第19 条に基づき作成された結果の全部又は一部の内容、並びに調査票情報や集計

 

している途上の中間生成物を含む公表期日以前の情報
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